
6 

 

校長の判断により臨時休業 

（自宅待機・登校時刻を遅らす場合も） 

＊ 前日の内に判断した場合は、 

その時点ですぐにメールで家庭へ連

絡する。 

＊ 当日の場合は、朝 6 時にメールで

家庭へ連絡する。 

 

＊ 児童への連絡の徹底と指導 

＊ 各家庭へはプリントで知らせる。 

 

 

  

＊できるだけ早く下校させる。 

＊可能な限り、給食を済ませる。 

＊職員引率による集団下校をする。 

 

 

非常時（台風等）における緊急対応について 

 

＊１ 「応急対策計画」参照 

＊２ 台風等の接近が予想されるため臨時休業する場合（風水害・雪害） 

 

  

 

                 

       ※テレビ等の情報       ※教育委員会・市内学校との連絡 

 

 

◆前日児童下校までの判断が困難な場合   ◆前日児童下校までに判断した場合 

 

 

 

 

 

 

※ 支所からの放送の場合もある。 

 

 ◆午後、被害が予想される場合 

  

＊職員･･･メール・連絡網で知らせる。  

＊給食（食材）の対応 

＊校舎内外の巡視、危険箇所の保安対策     

<下校不可能な場合は、体育館に集合> 

 ⇒  保護者への連絡（メール配信） 

⇒ 保護者への引き渡し 

 （下校の確認） 

 

＜事後の対応＞ 

 

 

＊被害の状況を把握・確認，後始末等 

（校舎内・児童の家庭・地域） 

＊教育委員会への報告 


